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論点の「文書回答手続」「パブリックコメント」について解説！
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判例をもとに
　 通達を解説した唯一の書！

５　除却損の損金算入の可否

Point  

企業会計では固定資産の除却が行われた場合、損失に計上する
こととされているが、法人税法においては特段の規定がないため、
除却損の損金算入を巡ってしばしば争いとなることがある。とり
わけ、物理的な解撤、破砕、廃棄等をしていない有姿除却の場合
に、法人税法上、損金算入が認められるか否かは議論があり得る
ところである。課税実務では、一定の要件を満たす有姿除却の場
合に、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額につき損金算入
を認める旨通達しているが ）、かかる取扱いの法的
根拠はどこにあるのであろうか。
ここでは、火力発電設備に係る有姿除却損の損金算入の可否が

計規則は法人税法 条《各事業年度の所得の金額の計算》
う「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当するか
否か、②除却の要件充足性判断には物理的判断のみならず経済的
判断も対象となるか否か等を検討してみたい。

〔判決〕

認容・確定〕

〔関連通達〕

 

《有姿除却》

次に掲げるような固定資産については、たとえ当該資産につき解撤、
破砕、廃棄等をしていない場合であっても、当該資産の帳簿価額から
その処分見込価額を控除した金額を除却損として損金の額に算入する
ことができるものとする。
⑴　その使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能
性がないと認められる固定資産

⑵　特定の製品の生産のために専用されていた金型等で、当該製品の
生産を中止したことにより将来使用される可能性のほとんどないこ
とがその後の状況等からみて明らかなもの

⑴　事案の概要
電気事業者であるＸ社（原告）は、保有する火力発電設備につい

て、電気事業法等に基づく廃止のための手続をとった上でいわゆる
有姿除却（対象となる固定資産が物理的に廃棄されていない状態で除却
処理をすること）に係る除却損を損金経理して確定申告をしたところ、
処分行政庁から各発電設備を構成する個々の資産が固定資産として
の使用価値を失ったことが客観的に明らかではなく、今後通常の方
法により事業の用に供する可能性がないとは認められないなどとし
て、更正処分等を受けた。
本件は、Ｘ社が、国Ｙ（被告）を相手取り、かかる更正処分等の

うち除却損の損金算入に係る部分について取消しを求めた事案であ
る。

⑵　争　点
本件火力発電設備に係る有姿除却の除却損を損金の額に算入する
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第１章　総論
通達運用のグランドルール ─法人税基本通達前文の意義と射程─

第２章　事例編
1 通達で納税者に対して手続要件を定めた場合の効果／2 出資持分の低額譲受け／3 DESにつ

いて債務消滅益が生ずるか／4 損害賠償金の益金算入時期／5 除却損の損金算入の可否／6 債

務確定基準と短期前払費用／7 短期前払費用と法人税法22条4項／8 建物の取得費及び取壊

費用と土地の取得価額／9 寄附金と繰延資産／10 損害保険契約に係る支払保険料の課税上の

取扱い／11 役員退職金の損金算入時期と損金経理／12 役員の分掌変更等の場合の退職給与／

13 役員の分掌変更等の場合の未払退職金／14 出向先法人が支出する給与負担金／15 関連会

社に対する貸倒損失を巡る土地の評価方法／16 相当期間未収が継続した場合等の貸付金利子等

の帰属時期の特例／17・18 法人税法における非上場株式の評価⑴⑵／19 有価証券の有利発行

／20 株式の有利発行課税と関連通達／21 通達に規定する不確定概念

第３章　重要論点
Ⅰ 文書回答手続 ／Ⅱ パブリックコメント

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!

C
第一法規 検　索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞

詳 細・お申し 込 みはコチラ

部署名 □公用
□私用
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@E-mail

ご住所

様　 ㊞

〒　　　―　　　　

フリガナ

ご氏名

機関名

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640

書店印

取 扱 い

この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

平成　　　　年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりしたお名前・住所等の個人情報は、商品や代金請求書の発送、アフターサービス、弊社商品・サービスのご案内をするために使用いたします。ご同意のうえ
お申し込みくださいますようお願いいたします。ご不明な場合、また個人情報の照会、訂正、削除を希望される場合は、フリーダイヤルにてご連絡ください。お客様よりお預かり
しました個人情報は、弊社ホームページに掲載の「プライバシーポリシー」に従い適切に管理いたします。　 フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線

部申込部数
●定価2,376円（本体2,200円）　［コード057950］
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